
総合計画審議会の概要と進め方等について 

 
総合計画は、三田市まちづくり基本条例第 28 条の規定に基づき策定するまちづくりの指針と

なるもので、まちづくりの方向やそれを実現するための取り組みなどを定めるものです。 

 

１ 総合計画審議会の審議事項等 

  (1) 審議事項 

市長の諮問に応じ、次期総合計画の策定に関する事項について調査審議を行います。

審議会では、全体会及び次の各部会で検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 委員数   ３５名 【内訳】有識者 ９名  団体 15 名  市民 １１名  

２ 総合計画審議会の進め方 

(1) 審議期間 令和３年４月～９月（予定） 

(2) 審議会の流れ(予定)  

 
全体会 

部会 

第１～３部会 総合戦略部会 

R3 年 

4 月 

第 1 回 【基本構想（１）】 

これまでのまちづくりの成果と課題、

社会潮流等 

 

 

5 月 第 2 回【基本構想（２）】 

まちづくりの基本目標、人口推計等 
 

 

6 月 第 3 回【基本計画】 

基本計画素案 

第 1 回【基本計画】 

各取り組みの審議 

 

7 月  第 2 回【基本計画】 

各取り組みの審議（継続） 

第 3 回【基本計画】 

各取り組みの審議（継続） 

 

8 月  第 4 回【基本計画】 

予備日 

第１回【総合戦略】 

各取り組みの審議 

第２回【総合戦略】 

各取り組みの審議(継続) 

9 月 第４回【答申案について】 

全体会・部会のまとめ 

答申案の検討 

 

 

10 月 答申   

部会 所管事項 

第 １ 部 会 地域コミュニティ、人権、ＩＣＴ、安全・安心ほか 

第 ２ 部 会 福祉、健康、学校教育、社会教育、文化・スポーツほか 

第 ３ 部 会 都市計画、環境、産業、農業、観光ほか 

総 合 戦 略 部 会 第 2 期三田版総合戦略に関するもの 

資料２ 



（参考）第５次三田市総合計画策定の全体スケジュール 
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◆① 
基本 
構想 
(1) 

◆② 
基本 
構想 
(2) 

◆③ 
基本計画
総合戦略 
 

◆④ 
答申案 
審議 
 

◆答申 ◆議案提案 

◆パブ 
コメ 

パ ブ コ メ を
踏 ま え ､ 議
案を作成 

◆各部会とも６月下旬から８月下旬まで４回
程度開催予定 
第 1 部会 
≪地域コミュニティ・ＩＣＴ･安全安心など≫ 
第２部会 
≪福祉､健康､学校教育､文化ｽﾎﾟｰﾂなど≫ 
第３部会 
≪都市計画､環境､産業､農業､観光など≫ 
◆総合戦略部会は、その他部会の議論を
受けて、８月に２回程度実施予定 
総合戦略部会 
≪第 2 期三田版総合戦略に関するもの≫ 

◆議決 


